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農業を始めてみませんか⁉

鹿角市農地林務課　森林経営管理班　ＴＥＬ３０−０２６４ 問

鹿角市農業振興課　構造改革推進班　ＴＥＬ３０−０２７４ 問

　「さあ、農業をはじめよう」と思いついたものの、『どのような準備が必要か？』『研修を受け
た方がいいの？』『必要な資格や農業機械はどうすればいいの？』『どんな作物を作ったらいい
の？』『その収入は？』など分からないことがたくさんあると思います。農業は
一年を通じて様々な仕事があります。その仕事の内容をしっかりと理解して計画
と目標を作ることや、その目標を達成しながら「生計を立てていこう！」という強い
意志が必要です。
　農業（就農）についてもっと知りたい、支援内容について詳しく聞きたい、とい
う方は一度ご相談ください。

詳しくはこちらを
ご覧ください

冬眠明けのクマに注意！
　春は、クマが冬眠から覚め食べ物を求め活発に行動します。
特に一番最初に食べるものは「フキノトウ」と言われていま
す。山菜取りで山に入るときは、クマよけベルや大きな音が
出るものを携帯しましょう。
　　　　　  　鳥獣被害防止対策について
　野生鳥獣害対策は、駆除や柵設置だけではなく、集落の環
境を改善するという抜本的な対策を併用しない限り被害は減
りません。周辺の環境について再度確認しましょう。
・集落内の収穫残さや放任果樹を無くす
・耕作放棄地や藪など隠れ場所を無くす
・加害野生動物の行動に合った柵を設置する

　無免許での罠の使用は非常に危険です。また、罠使用によ
る重大事故に繋がります。たとえ自己防衛のために自分の敷
地内で使用する場合でも、県が実施する試験に合格して免許
の交付を受けて捕獲の許可を得て使用しましょう。
　　　  　　　違法となる行為の例
・無免許・無許可によるネズミ以外の鳥獣の捕獲罠の設置や使用
・とらばさみなどの禁止猟具の使用
・ツキノワグマの捕獲に罠を使用する行為
　（有害駆除は県から特別な許可を得て罠を使用）
●違反行為に対しては一年以下の懲役
　又は百万円以下の罰金が科されます。
　警察によるパトロールも常時実施さ
　れております。

無許可・無免許での罠の使用は違法です‼
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ＪＡかづの産直センター

　　　JAかづの産直センター　TEL ３５−４００１　FAX ３５−２９０１問

春資材スタート！！

  資材コーナーでは、
  　　春に備え品揃えを
　　　　 　 強化しています。 

  ぜひお立ち寄りください

〜春蒔き種子〜

  家庭菜園から
  　プロ農家の方々まで
  　　種子のことならお任せを
〜消 雪 資 材〜

  春作業に向け
　　畑やハウスの雪消しに！

営業時間 　産直コーナー/９：００～１７：００
　　　　　 資材コーナー/８：３０～１７：００
　　

５月からは閉店時間が１８：００となります。
営業時間 　産直コーナー/９：００～１７：００
　　　　　 資材コーナー/８：３０～１７：００
　　 ４月からは閉店時間が１８：００となります。４月からは閉店時間が１８：００となります。

５月からは閉店時間が１８：００となります。

　　　　鹿角市農業振興課ブランド作物推進班　　TEL３０-０２４３
（鹿角地域果樹産地協議会事務局）　　　　　　

問

果 樹 栽 培 サ ポ ー タ ー 育 成 講習会
　「北限の桃」や「鹿角りんご」は鹿角を代表する農産物です。今年度も果樹産地を支える「果樹栽培サポーター」の
育成講座を下記のとおり開催します。果樹農家を支え、果物を育てる喜びを体験してみませんか。
《対 象 者》　鹿角市内及び小坂町に在住する方で、心身ともに健康な方
《受講日程（定員10名程度）》
　　　　年間10回程度（平日）　＊座学講習　30分程度
　　　　　　　　　　　　　　　　　実技研修　60～90分程度
《講 習 期 間》　令和６年４月～令和７年３月
《講習会会場》　かづの果樹センター
《参 加 料》　無料
　　＊参加者には傷害保険に加入いたします
　　　その他詳しくは下記までご連絡ください

 

自然災害や市場価格の下落に

収入保険で備えましょう収入保険収入保険
　令和６年３月15日までに青色
申告を始めると、令和７年から収
入保険に加入できます！！

随時相談受付中
詳しくはチラシを
ご覧くださいＴＥＬ23-7401

シャインマスカット栽培にチャレンジしてみませんか！
　鹿角管内にて育苗ハウス等を利用しシャインマスカッ
ト等大粒ぶどうの栽培が拡大しています。今回新たに栽
培を始めたい方や興味がある方向けに説明会を開催しま
すので、この機会に参加してみませんか。

開催日時　令和６年３月12日（火）
　　　　　　　　18時～（1時間程度を予定）
場　　所　鹿角市交流センター２階第１研修室
内　　容　鹿角市における大粒ぶどうの栽培について
　　　　　鹿角ブドウ栽培研究会の活動について
講　　師　果樹試験場研究員　鹿角ブドウ栽培研究会
参 加 料　無料

問

かづの果樹センター　　TEL２５-３２３１

鹿角市農業振興課
　ブランド作物推進班　TEL３０-０２４３

問 鹿角市農業農村支援機構
TEL３０-０２７６

『モノ・人交流』モニターツアー
　１月29日から3日間にわたり、愛媛
県・宮崎県両県の観光事業者等を招いて
「モノ・人交流モニターツアー」が行わ
れました。
　２日目には、果樹農家の佐藤志峰さん
のりんご園を訪問し、スノーシューでの
園地の散策体験や年間を通した農作業の
内容などの説明を受けました。
　本市を含め３県それ
ぞれの地域資源を生か
した「モノ・人」の交
流が進み魅力ある鹿角
の農産品などを紹介で
きる機会が増えること
を目指します。


